
(1)　定期検査

　 イ　 定期検査実施特定計量器                                     

質量計（非自動はかり及び分銅・おもり）

 　ロ 　令和５年度定期検査実施市町村

計　６市１１町１村

　 ハ 　定期検査 （別表 １）

年度 検査日数 検査件数 検査個数 合格個数 合格率（％） 手数料（円）

令和 ３ 55 1,963 4,372 4,306 98.5 3,698,490

令和 ４ 43 1,603 3,967 3,893 98.1 3,736,420

令和 ５ 50 1,949 4,175 4,094 98.1 3,740,990

　　　※ 検査日数については所内持込分を除く

 　ニ 　定期検査に代わる計量士による検査(代検査)の実施

　一般社団法人宮城県計量協会に所属する一般計量士　（別表 2-1）

　 ホ 　計量証明検査に代わる計量士による検査(代検査)の実施

　一般社団法人宮城県計量協会に所属する一般計量士　（別表 2-2）

５　検　　査

　 取引又は証明に使用される「はかり」は、計量法第19条及び第21条第1項の規定により、市町村ごとに ２
年に1回知事が実施する定期検査の受検が義務づけられています。
(仙台市内の「はかり」については、仙台市が定期検査を行います。)
本県では、計量法に基づいて県告示により集合検査を実施しています。

栗原市、石巻市、登米市、多賀城市、塩竃市、富谷市、利府町、松島町、七ヶ浜町、蔵王町

七ヶ宿町、川崎町、大河原町、村田町、柴田町、大郷町、大衡村、大和町
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